
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ

ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文
目
次

○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

二
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
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○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
行
政
手
続
法
を
準
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
一
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
準

用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
行
政
手
続
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

不
利
益
処
分

法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

第
二
十
七
条
第
二
項

聴
聞
を
経
て
さ
れ
た
不
利
益
処
分

○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
仮
の
命
令
）

第
六
条

警
察
本
部
長
等
は
、
第
四
条
第
一
項
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
と
も
に
、
当
該
申
出
を
し
た

者
の
身
体
の
安
全
、
住
居
等
の
平
穏
若
し
く
は
名
誉
が
害
さ
れ
、
又
は
行
動
の
自
由
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
わ
な
い
で
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
更
に
反
復
し
て
当
該
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

６

行
政
手
続
法
第
三
章
第
二
節
（
第
二
十
八
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
以
下
「
意
見
の
聴
取
」
と
い
う
。
）
を
行

う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
中
「
聴
聞
を
行
う
べ
き
期
日
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か

に
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

７

公
安
委
員
会
は
、
仮
の
命
令
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
意
見
の
聴
取
の
結
果
、
当
該
仮
の
命
令
が
不
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
い
で
禁
止
命
令
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
～

（
略
）

11

○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

二
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
行
政
手
続
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
技
術
的
読
替
え
）

第
三
条

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
の
規
定
の
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
行
政
手
続
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

不
利
益
処
分

国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
財
産
凍
結
等
特
別
措
置

第
二
十
七
条
第
二
項

聴
聞
を
経
て
さ
れ
た
不
利
益
処
分

法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
仮
指
定
）

第
八
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
四
項
の
規
定
及
び
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
財
産
の
隠
匿
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
指
定
後
に
次
章
の

規
定
に
よ
る
措
置
の
確
実
な
実
施
を
図
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
わ
な

い
で
、
仮
に
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

４

行
政
手
続
法
第
三
章
第
二
節
（
第
二
十
八
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
意
見
の
聴
取
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
中
「
聴
聞
を
行
う
べ
き
期
日
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か

に
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５

国
家
公
安
委
員
会
は
、
意
見
の
聴
取
の
結
果
、
仮
指
定
が
不
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条
第
四
項
の
規
定
及
び
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
わ
な
い
で
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
～
９

（
略
）

○
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
二
十
七
条

行
政
庁
又
は
主
宰
者
が
こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

聴
聞
を
経
て
さ
れ
た
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
及
び
参
加
人
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
五
条

第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
結
果
当
事
者
の
地
位
を
取
得
し
た
者
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
第
三
号
（
第
二

十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
聴
聞
の
期
日
の
い
ず
れ
に
も
出
頭
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
行
政
手
続
法
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条

行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
法
令
に
基
づ
い
て
」
を
「
法
令
（
他
の
法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
異
議

申
立
て
」
を
「
再
調
査
の
請
求
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
第
四
号
中
「
こ
と
の
あ
る
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
審
査
請
求
の
制
限
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
庁
又
は
主
宰
者
が
」
を
削
り
、
「
基
づ
い
て
し
た
処
分
」
を
「
基
づ
く
処
分

又
は
そ
の
不
作
為
」
に
、
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。


